
 

 

 

 

 

 

４．中小企業・地域経済産業政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的な施策》 

 

２０ 中小企業事業環境の整備 

２１ 経営革新・創業促進 

２２ 経営安定・取引の適正化 

２３ まちづくりの推進 

２４ 地域経済の活性化の推進 
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グローバル中小企業戦略

国内：高度部材

海外：汎用品

海外進出中小企業の不測のリスクを軽
減し、変革プロセスの円滑化を図る。

環境整備

・国内のモノ作り基盤技術を高度化
・組み立て大企業との摺り合わせを促進

日本が汎用品製造を東
アジア等に移し国内産
業を高度化していく、必
然の変革プロセス

海外展開によってビジネス全体が高度化した例も多い

＜取引関係の高度化と自立化＞

「最初は大企業に追随して進出したが、現地で多くの大企
業との新規取引が始まり、日本での取引拡大にもつなが
った。」
「中国を拠点に世界中のメーカーと直接取引ができるよ
うになったのは大きなメリット。」

＜人材育成＞

「後継者（社長の息子等）等駐在させた若手人材がボ
ーダーレスの環境に身を置くことで、急成長。日本の
社員にも大きな刺激。」

国際展開
・親企業の海外進出に追随

・低付加価値品のコストダウン目的

・事業拡大を目指す経営判断

＜動機・背景＞

精度の低い金型

鋳物：自動車エンジン用
シリンダーブロック

燃料電池用電極触媒形
のための白金めっき

鋳物：単純形状の
ギヤボックス

○技術別指針の策定
○認定中小企業への支援
➢研究開発支援、金融支援等

○技術高度化の環境整備
➢川上川下ネットワークの構築
➢人材の育成
➢技術承継の円滑化

中小ものづくり高度化法

○情報提供・アドバイス
➢現地アドバイスの充実
➢ F/Sの実施支援
➢投資情報調査団の派遣

○人材確保の支援
➢現地人材確保・育成支援（研修・専門家派遣）

○現地制度の改善促進
➢実態調査と調査結果に基づく政策対話
（不公正取引、知財保護）

○資金面での支援
➢海外における設備投資資金等の確保の円滑化

○制度の移植
➢専門家の派遣（中小企業診断制度）等
○現地機関への支援
➢専門家の派遣（技術支援センターの設立）等

相手国政府 日本政府中小企業政策協力

JICA、JETRO、
中小機構の更な
る連携・活用

マルチの場での中小企業政策対話

➢ＯＥＣＤワーキングパーティー等に
おける中小企業施策の紹介

我が国制度の移植・普及

グローバル中小企業戦略

国内：高度部材

海外：汎用品

海外進出中小企業の不測のリスクを軽
減し、変革プロセスの円滑化を図る。

環境整備

・国内のモノ作り基盤技術を高度化
・組み立て大企業との摺り合わせを促進
・国内のモノ作り基盤技術を高度化
・組み立て大企業との摺り合わせを促進

日本が汎用品製造を東
アジア等に移し国内産
業を高度化していく、必
然の変革プロセス

海外展開によってビジネス全体が高度化した例も多い

＜取引関係の高度化と自立化＞

「最初は大企業に追随して進出したが、現地で多くの大企
業との新規取引が始まり、日本での取引拡大にもつなが
った。」
「中国を拠点に世界中のメーカーと直接取引ができるよ
うになったのは大きなメリット。」

＜人材育成＞

「後継者（社長の息子等）等駐在させた若手人材がボ
ーダーレスの環境に身を置くことで、急成長。日本の
社員にも大きな刺激。」

国際展開
・親企業の海外進出に追随

・低付加価値品のコストダウン目的

・事業拡大を目指す経営判断

＜動機・背景＞

精度の低い金型

鋳物：自動車エンジン用
シリンダーブロック

燃料電池用電極触媒形
のための白金めっき

鋳物：単純形状の
ギヤボックス

○技術別指針の策定
○認定中小企業への支援
➢研究開発支援、金融支援等

○技術高度化の環境整備
➢川上川下ネットワークの構築
➢人材の育成
➢技術承継の円滑化

中小ものづくり高度化法中小ものづくり高度化法

○情報提供・アドバイス
➢現地アドバイスの充実
➢ F/Sの実施支援
➢投資情報調査団の派遣

○人材確保の支援
➢現地人材確保・育成支援（研修・専門家派遣）

○現地制度の改善促進
➢実態調査と調査結果に基づく政策対話
（不公正取引、知財保護）

○資金面での支援
➢海外における設備投資資金等の確保の円滑化

○制度の移植
➢専門家の派遣（中小企業診断制度）等
○現地機関への支援
➢専門家の派遣（技術支援センターの設立）等

相手国政府 日本政府中小企業政策協力

JICA、JETRO、
中小機構の更な
る連携・活用

マルチの場での中小企業政策対話マルチの場での中小企業政策対話

➢ＯＥＣＤワーキングパーティー等に
おける中小企業施策の紹介

我が国制度の移植・普及我が国制度の移植・普及

特別貸付

一般貸付

中小企業金融公庫

各種保証業務（信用力・担保力補完）

融資業務（信用保証協会貸付）

各種保険業務（信用保証協会の保証債務引受）

融資

信用補完

商工組合中央金庫
政府系中小企業金融機関

中小企業基盤整備機構融資

信用保証協会

高度化融資

中小企業金融公庫

中小企業の資金供給の円滑化

グローバル中小企業戦略

国内：高度部材

海外：汎用品

海外進出中小企業の不測のリスクを軽
減し、変革プロセスの円滑化を図る。

環境整備

・国内のモノ作り基盤技術を高度化
・組み立て大企業との摺り合わせを促進

日本が汎用品製造を東
アジア等に移し国内産
業を高度化していく、必
然の変革プロセス

海外展開によってビジネス全体が高度化した例も多い

＜取引関係の高度化と自立化＞

「最初は大企業に追随して進出したが、現地で多くの大企
業との新規取引が始まり、日本での取引拡大にもつなが
った。」
「中国を拠点に世界中のメーカーと直接取引ができるよ
うになったのは大きなメリット。」

＜人材育成＞

「後継者（社長の息子等）等駐在させた若手人材がボ
ーダーレスの環境に身を置くことで、急成長。日本の
社員にも大きな刺激。」

国際展開
・親企業の海外進出に追随

・低付加価値品のコストダウン目的

・事業拡大を目指す経営判断

＜動機・背景＞

精度の低い金型

鋳物：自動車エンジン用
シリンダーブロック

燃料電池用電極触媒形
のための白金めっき

鋳物：単純形状の
ギヤボックス

○技術別指針の策定
○認定中小企業への支援
➢研究開発支援、金融支援等

○技術高度化の環境整備
➢川上川下ネットワークの構築
➢人材の育成
➢技術承継の円滑化

中小ものづくり高度化法

○情報提供・アドバイス
➢現地アドバイスの充実
➢ F/Sの実施支援
➢投資情報調査団の派遣

○人材確保の支援
➢現地人材確保・育成支援（研修・専門家派遣）

○現地制度の改善促進
➢実態調査と調査結果に基づく政策対話
（不公正取引、知財保護）

○資金面での支援
➢海外における設備投資資金等の確保の円滑化

○制度の移植
➢専門家の派遣（中小企業診断制度）等
○現地機関への支援
➢専門家の派遣（技術支援センターの設立）等

相手国政府 日本政府中小企業政策協力

JICA、JETRO、
中小機構の更な
る連携・活用

マルチの場での中小企業政策対話

➢ＯＥＣＤワーキングパーティー等に
おける中小企業施策の紹介

我が国制度の移植・普及

グローバル中小企業戦略

国内：高度部材

海外：汎用品

海外進出中小企業の不測のリスクを軽
減し、変革プロセスの円滑化を図る。

環境整備

・国内のモノ作り基盤技術を高度化
・組み立て大企業との摺り合わせを促進
・国内のモノ作り基盤技術を高度化
・組み立て大企業との摺り合わせを促進

日本が汎用品製造を東
アジア等に移し国内産
業を高度化していく、必
然の変革プロセス

海外展開によってビジネス全体が高度化した例も多い

＜取引関係の高度化と自立化＞

「最初は大企業に追随して進出したが、現地で多くの大企
業との新規取引が始まり、日本での取引拡大にもつなが
った。」
「中国を拠点に世界中のメーカーと直接取引ができるよ
うになったのは大きなメリット。」

＜人材育成＞

「後継者（社長の息子等）等駐在させた若手人材がボ
ーダーレスの環境に身を置くことで、急成長。日本の
社員にも大きな刺激。」

国際展開
・親企業の海外進出に追随

・低付加価値品のコストダウン目的

・事業拡大を目指す経営判断

＜動機・背景＞

精度の低い金型

鋳物：自動車エンジン用
シリンダーブロック

燃料電池用電極触媒形
のための白金めっき

鋳物：単純形状の
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○技術別指針の策定
○認定中小企業への支援
➢研究開発支援、金融支援等

○技術高度化の環境整備
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➢技術承継の円滑化
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○情報提供・アドバイス
➢現地アドバイスの充実
➢ F/Sの実施支援
➢投資情報調査団の派遣

○人材確保の支援
➢現地人材確保・育成支援（研修・専門家派遣）

○現地制度の改善促進
➢実態調査と調査結果に基づく政策対話
（不公正取引、知財保護）

○資金面での支援
➢海外における設備投資資金等の確保の円滑化

○制度の移植
➢専門家の派遣（中小企業診断制度）等
○現地機関への支援
➢専門家の派遣（技術支援センターの設立）等

相手国政府 日本政府中小企業政策協力

JICA、JETRO、
中小機構の更な
る連携・活用

マルチの場での中小企業政策対話マルチの場での中小企業政策対話
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おける中小企業施策の紹介

我が国制度の移植・普及我が国制度の移植・普及

特別貸付

一般貸付

中小企業金融公庫

各種保証業務（信用力・担保力補完）

融資業務（信用保証協会貸付）

各種保険業務（信用保証協会の保証債務引受）

融資

信用補完

商工組合中央金庫
政府系中小企業金融機関

中小企業基盤整備機構融資

信用保証協会

高度化融資

中小企業金融公庫

中小企業の資金供給の円滑化

20. 中小企業事業環境の整備 

中小企業庁 参事官室／ 参事官 数井 寛 

 
１．施策の目的 

 

中小企業の多様な資金調達手段の確保及び必要かつ

十分な資金供給を行うとともに、我が国中小企業の国

際展開に伴うリスク低減を図り、中小企業の事業活動

の活性化を図る。 

 

２．施策の背景・概要 
  

①資金の約３割を金融機関からの借入に頼っている中

小企業の事業継続には円滑な資金調達が不可欠であ

るが、信用力等が必ずしも十分でなく資金調達の面

で困難を抱える多くの中小企業にとって、資金調達

環境の整備は引き続き大きな課題であること、 

②海外に現地法人を保有している製造業のうち約３割

を中小企業が占めているなど、今や中小製造業事業

者にとって海外進出は一般的な経営判断の一部とな

りつつあるが、情報の入手が困難であるなどの理由

から、多くの中小企業者にとって海外展開のリスク

は相当程度高いものとなっていること 

などを背景に、中小企業の事業環境の整備という観点

からは、資金調達のための環境整備及び海外展開のた

めの環境整備が重要である。 

 

このところ景気回復が緩やかになっており、原油価

格や海外経済の動向が景気に与える影響について十分

な注視が必要である。特に、中小企業の景況感が悪化

する中、業況のよい中小企業と悪い中小企業で借入難

易度が二極化するなど、その担保力、信用力の脆弱性

等や情報の非対称性の問題から民間からの資金調達に

は限界がある。 

 

また、中小企業のアジア進出は、近年増加傾向にあ

り、特に、国内における経常利益の減少の中で生き残

りをかけて海外進出を決意した企業も増加している。

こうした中、国際展開により中小企業のビジネス全体

が高度化、自立化する例も多い。しかしながら、資金・

人材等経営資源が限られている中小企業が、独力で海

外展開に必要な情報を収集し、的確な判断を迅速に行

うことは困難であることから、中小企業の海外進出に

は、経営基盤を揺るがしかねない事業リスクを伴う。 

 

したがって、以下の支援を重点的に実施する。 

 

 (1) 資金供給の円滑化 
中小企業の多様な資金調達手段の確保や必要か

つ十分な資金供給を行うため、不動産担保や個人保

証に過度に依存しない融資の拡大を推進するなど、

政府系金融機関及び信用保証協会を通じて取組を

行う。 

 

(2) 国際展開の支援 

日本企業が汎用品製造を東アジア等に移してい

く中で、海外進出をする中小企業の不測のリスクを

軽減し、その円滑化を図るため、アドバイス事業等

を通じた情報提供、現地における人材確保のための

研修等の支援を行う。 
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３．具体的な目標とその進捗状況 
 

 

 

４．施策に対する投入コスト 

 

 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

総予算額（億円） ５６１．０ ４８５．７ ４３７．６ ４２３．３ ４６０．５

総予算執行額（億円） ５５７．０ ４８３．９ ４３３．９ （執行中） 

実施体制（人） ５９ ６３ 

（注）平成 16年度及び平成 17年度ついては、補正後の予算額及び執行額。実施体制については、8月時点の数値。 

 

 

５．これまでの成果と平成２０年度の施策展開 
 

＜これまでの成果＞ 

中小企業の資金供給の円滑化については、中小企

業金融関連の三法案を国会に提出するとともに、信

用補完制度の見直しとしては、責任共有制度を導入

した。また、政府系金融機関のセーフティネット貸

付制度、信用保証協会のセーフティネット保証制度

の活用により、原油高や建築着工の遅れの影響を受

ける中小企業の資金繰り支援を実施した。 

 

中小企業の国際展開の支援については、情報提供

面で、平成 19年度（平成 20年 1月現在）は、1,960

件以上の相談に対する国内アドバイスを実施する

とともに国際展開ワークショップを 42 回開催し、

いずれも、多くの中小企業者に利用され、高い満足

度を得ている。 

 

また、人材育成面では、企業から、現地における

専門家指導及び研修事業を通じて、生産ラインの不

良率低下や工場稼働率の改善などにより、生産性が

著しく向上したといった声が多く聞かれるなど、高

い評価を得ている。 

 

中小企業の知的財産権保護対策については、平成

18 年度は 16 件、平成 19 年度は 17 件の侵害調査

を実施。入手した証拠をもとに摘発を行うなどの成

果が上がっており、利用者からは高い評価を得た。 

 

中小企業の輸出支援については、輸出支援のため

の事業における商談件数が5万7千件以上に上るな

ど（昨年より４万件増）で、高い顧客満足度を達成

した。 

 

さらに、中小企業施策の認知度、利用度の一層の

向上を目指し、幅広く広報活動を行った。 

 

＜平成２０年度の施策展開＞ 

政府系金融機関・信用保証協会において、引き続

き不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資

を積極的に推進する。また、資金需要が生じた際の

迅速な資金調達の仕組みの構築、金融環境の変化に

対応する新たな金融手法の導入等や、創業や新分野

等への挑戦資金の調達の円滑化を図る他、政策金融

改革における平成２０年度１０月からの新体制へ

の移行を円滑・確実に実施する。 

 

また、我が国が継続的な経済成長を図る上でもア

ジア規模での効率的な生産ネットワークの追求な

ど産業構造の高度化を図っていく。このため、汎用

性分野をはじめとする中小企業の国際展開に関し

て、進出先の情報提供体制の充実、資金面での支援、

進出先における不正取引是正等現地日系中小企業

の円滑なビジネス活動を推進する上での事業環境

整備のための政策対話、研修生受入、専門家派遣制

度の活用等を行う。

(1) 資金供給の円滑化 

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標値 

中小企業資金繰り DI（「楽」-「苦しい」） -5％ -1％ -2％ （調査中） 

保証承諾実績 131629 億円 129802 億円 136591 億円 （調査中） 

中小企業金融公庫 16353 億円 12953 億円 10289 億円 （調査中） 

国民生活金融公庫 23583 億円 21295 億円 18633 億円 （調査中） 政策金融機関 

による貸付額 商工組合中央金庫 

（短期貸付は除く） 
21506 億円 21991 億円 20729 億円 （調査中） 

(2) 国際展開の支援 

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標値 

国際展開に関する入手情報への満足度 91％ 94％ 93％ 93% 70%以上

国際化に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ内容への満足度 99％ 100％ 100％ 99% 
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21. 経営革新・創業促進 

中小企業庁 参事官室／ 参事官 数井 寛 

 
１．施策の目的 

 

中小企業者が行う、新商品・新サービスの開発また

は新たな生産方式、販売方式の導入などの新事業展開

の取り組みを支援することにより、中小企業の経営革

新・創業を促進し、中小企業の活性化・健全な発展を

図る。 

 

２．施策の背景・概要 
 

我が国が、引き続き経済の活力を維持するためには、

我が国の企業数の 99.7％、雇用の約 70％を占める中

小企業の事業活動の活性化・発展が不可欠である。そ

のためには、異なる分野の事業者が連携し、設備、技

術、ノウハウなどの経営資源を有効に組み合わせて新

事業活動を行い、新たな事業分野を開拓していくこと

が必要である。また、消費者ニーズの多様化、価格競

争の激化、情報化、国際化の進展の中、中小企業自ら

が、積極的に、消費者ニーズに合った新商品の開発ま

たは生産、新サービスの開発または提供などによる経

営力の向上（経営革新）を図ることが重要である。 

 

一方、中小企業が担っている基盤技術は、我が国の

産業活動を支え、他の技術や他の産業への波及効果が

大きいものの、近年の技術の高度化・専門化に伴い技

術開発に係るコストが増大している。また、経営革新

や新連携の取組は、中小企業にとっては費用等の負担

である。さらに技術情報の川上・川下間での、及び、

地域に存在する経営資源についての地域間での「情報

の非対称性」が存在することから、中小企業における

技術開発、経営革新や新連携といった取組は、市場原

理に委ねるのみでは十分に進展しない。 

したがって、経営革新や新連携に関わる情報や成果

の全国的な蓄積や、普及を通じた更なる取組の広がり

を図り、活性化させることが必要である。 

具体的には下記の内容を推進していく。 

 

(1) 中小企業の経営革新等 
中小企業の経営に関しては、自助努力を基本とし、

多様な課題に対応できるよう、技術や経営ノウハウ

等のソフト面での情報提供、研究開発や先進的な技

術の導入、ＩＴの利活用、販路開拓、人材育成など

の支援を実施する。また、特に小規模企業の基礎的

な経営力強化を図るため、先進的な支援拠点の整備

をはじめとする支援の強化を図る。 

 

(2) 中小企業の新事業分野への開拓 

  中小企業が新事業分野に進んでいくためには、単

独での経営資源の脆弱の解消に加え、都市と地方の

インフラや情報面での格差の解消等を図るための支

援が有効である。このため、中小企業新事業活動促

進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画や中小

企業地域資源活用促進法に基づく地域資源活用事業

計画による補助金、設備投資減税、政策金融等の支

援をもとに、中小企業に欠けている販路開拓などを

中心に人的支援を充実する。 

 

(3) 基盤技術を有する中小企業が活躍できる環境整備 

中小企業が研究開発を実施する場合、技術の高度

性・専門性ゆえに、研究開発の不確実性、リスクの

増大、資金調達能力等が問題となっていることから、

制度面、費用面の支援が有効である。具体的には、

ものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発に取

り組む中小企業者を対象に、「中小ものづくり高度化

法」の認定を受けた研究開発等計画に対して、戦略

的基盤技術高度化支援事業といった資金面での支援

を実施する。また、試験研究費に対する税制面での

支援をより実効性のあるものとするため、中小企業

技術基盤強化税制といった支援を行う。 

等
その他の支援中小ものづくり高度化法新事業創出促進法

創業 新連携 経営革新計画
ものづくり
基盤技術

中小小売商業振興

事業活動支援 新事業分野開拓支援
研究開発支援
成果活用支援

新たな事業の創出

経営力の向上
（経営革新）

創業促進

新事業展開

人材育成支援

JAPANブランド

等
その他の支援中小ものづくり高度化法新事業創出促進法

創業 新連携 経営革新計画
ものづくり
基盤技術

中小小売商業振興

事業活動支援 新事業分野開拓支援
研究開発支援
成果活用支援

新たな事業の創出

経営力の向上
（経営革新）

創業促進

新事業展開

人材育成支援

JAPANブランド
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３．具体的な目標とその進捗状況 

 

（※）事業計画が3～5年のため事業終了案件はまだない。ただし、平成17年度及び18年度認定案件320件のうち230件については既に事業

化。（平成１９年１２月末時点） 

 

４．施策に対する投入コスト 

 

 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

総予算額（億円） １３１．２ １７７．２ ３２９．９ ４３３．８ ４３６．５

総予算執行額（億円） １１３．６ １４３．６ ２７４．５ （執行中） 

実施体制（人） ７３ ７６ 

（注）平成16年度及び平成17年度ついては､補正後の予算額及び執行額。実施体制については､8月時点の数値。 

 

５．これまでの成果と平成２０年度の施策展開 
 

＜これまでの成果＞ 

中小企業の異分野連携による新事業活動を支援

する新連携対策については、中小企業からのニー

ズ・関心も高く、事業開始初年度から順調に計画を

認定しているとともに、認定計画の中には既に事業

化・市場化を達成しているものもあり、着実に成果

が出てきている。 

また、地域資源については３月６日現在において

において２９９件の事業計画の認定を行った。 

 

小規模事業者に対する支援についても、全国商工

会連合会・日本商工会議所等において、年間約 500

万件の相談に対応している。また、創業や経営革新

に係る支援策である創業塾や経営革新塾において、

受講者がのべ 7.9 万人に達するなど、成果をあげて

きた。 

 

また、中小企業のものづくり基盤技術については、

平成 18 年度までに指定している 19 の技術分野に

新たな１技術を追加し支援対象の拡充を図り、「中

小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関す

る指針」に基づき中小企業が策定する研究開発計画

を対象に支援を展開してきた。 

 

＜平成２０年度の施策展開＞ 

最近の地域毎の経済状況を見ると、依然として、

大都市圏以外での回復の遅れが目立っている。こう

した回復の遅れが目立つ地域経済の活性化のため

には、意欲ある小規模事業者の支援強化に資する情

報システムの構築や地域拠点を整備、地域中小企業

の再生支援のための中小企業再生支援ネットワー

クの強化、中小企業における人材能力の向上のため

の団塊世代（新現役）の活用、地域資源活用プログ

ラムの推進による各地域の「強み」である地域資源

を活用した新商品・新サービスの創出の支援などの

施策を総合的に展開し、中小・小規模企業の底上

げ・潜在力の発揮により中小企業の持続的成長を促

していく。 

 

また、我が国には加工・部品等の分野で世界的

な競争力を持つ中小・中堅企業が多数存在している

が、これら中小企業には、自動車、電機、電子産業

を支える高度部品・材料産業が多く含まれ、世界を

リードする新産業を産み出す基盤となっている。我

が国産業の国際競争力強化の観点から、引き続き、

これらモノ作り中小企業の活性化を図っていく。 

(1) 経営革新・創業促進 

指標 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 目標値（H20年度）

承認件数 4322件 4421件 5258件 （執行中） 年間5,000件以上

経営革新計画 計画終了後に年３％以上の付加

価値額の伸び達成企業割合 
49.2％ 57.3％ 52.2％ （執行中） 50％以上

認定件数  162件 158件 （執行中） 累積520件新連携（平成

17 年度から

取組を開始） 

事業終了後の事業化・市

場化達成度 
 （※） （※） （執行中） 80％

小規模製造業の１事業所当たり出荷額伸び率 92.0％ - （調査中） （調査中） 
中小製造業と 

同程度以上の水準 

中小製造業の１事業所当たり出荷額伸び率 88.4％ -％ （調査中） （調査中） 
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22. 経営安定・取引の適正化 

中小企業庁 参事官室／ 参事官 数井 寛 

 
１．施策の目的 

 

下請取引の適正化、下請中小企業の経営基盤の強化

小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度、事

業承継の円滑化に向けた総合的な支援策や中小企業税

制等諸施策を通じて中小企業の経営安定を図る。 

 

２．施策の背景・概要 
  

このところ景気回復が緩やかになっており、原油価

格や、海外経済の動向が景気に与える影響について十

分な注視が必要である。また、中小企業では景況感の

悪化が見られる。さらに、近年企業活動の国際化によ

る産業構造の変化、海外も含めたコスト競争の激化、

企業間取引における情報化の進展等により、中小企業

を取り巻く経済環境は著しく変化している。 

 

特に経営基盤・財務基盤が脆弱な下請中小企業につ

いては、これまでの景気の低迷に加え、従来の系列的

な下請分業関係の流動化、親事業者の事業再編といっ

た環境変化により、経営環境が好転したとは言えない

状況にある。 

 

こうした、下請中小企業の経営の安定化・経営基盤

の強化のためには、親事業者と下請事業者間の取引の

適正化、中小企業の受注機会増大、下請中小企業の新

しい取引先の開拓や製品開発能力を高めていくこと、

さらには、廃業や倒産に備える共済制度の確実な運用

が必要である。加えて、近年、中小企業経営者の高齢

化が進展する中、事業の継続・発展を通じた地域経済

の活性化や雇用の確保の観点から、中小企業の事業承

継の円滑化は極めて重要な課題となっている。 

これを解決するため、以下の内容に取り組む。 

 

 (1) 親事業者と下請事業者間の取引の適正化 
親事業者と下請事業者の取引における下請事業

者の利益保護は、市場原理に委ねることが困難であ

るため、「下請代金支払遅延等防止法（下請代金法）」

に基づき、親事業者に対し、下請取引の規制を遵守

させる。また、下請代金法の周知、理解の増進に努

め、親事業者と下請事業者との取引の適正化、健全

な事業環境の構築を図る。 

 

(2) 下請中小企業の振興 

取引あっせん等に係る情報提供や経営指導等を行

い、下請中小企業の販路拡大を図る。また、親事業

者に対する交渉力を高め、下請構造からの自立化を

図るための研修を行い、下請中小企業の経営基盤を

強化する。 

  

(3) 共済制度の確実な運用 

共済制度の安全・確実な運用により、共済金給付

水準の確保や信用審査を行わず無担保・無保証によ

る貸付を行い、小規模企業共済制度により廃業後の

生活安定の確保や、中小企業倒産防止共済制度によ

り取引先の倒産による連鎖倒産の防止を図る。 

 

(4) 中小企業の事業承継の円滑化 

中小企業の事業承継の円滑化を総合的に支援 す

るため、廃業と開業のマッチングなどのサポートや、

事業承継税制の抜本拡充、事業承継に際しての資金

ニーズに対応するため制度融資の強化を図る。 

 

(5) 中小企業税制 

中小企業の生産性向上・成長の底上げに不可欠な

ＩＴ投資の加速等を図るため、中小企業関連税制の整

備を図る。 

 

 
中小企業の経営の安定化 

親事業者と 
下請事業者間の 
取引の適正化 

小規模企業共済制度

中小企業倒産防止共済

制度

下請中小企業 
の振興 

共済制度の 
確実な運営 

下請代金法の執行 
及び周知 

販路開拓に 
関する経営指導等 

中小企業税制 事業承継 
の円滑化 

下請中小企業の経営基盤・財務基盤の強化

・下請代金支払遅延等防止法 ・下請中小企業振興法 ・小規模企業共済法 
・中小企業倒産防止共済
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３．具体的な目標とその進捗状況 
 

 

 

４．施策に対する投入コスト 

 

 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

総予算額（億円） ２０．２ ５．４ ５．９ ４．９ ２８．８

総予算執行額（億円） １８．５ ３．７ ４．２ （執行中） 

実施体制（人） ４０ ３６ 

（注）平成 16年度及び平成 17年度ついては、補正後の予算額及び執行額。実施体制については、８月時点の数値。 

 

 

５．これまでの成果と平成２０年度の施策展開 
 

＜これまでの成果＞ 

下請代金法の運用において、毎年立入検査を実施

し、法令違反に対して改善指導等を行うことによっ

て、健全な事業環境が構築されてきた。また、共済

制度に関しては、小規模企業共済制度は、在籍件数

170 万件、共済金等の支給実績累計 6 兆 8 千億円、

中小企業倒産防止共済制度は、在籍件数 30 万件、

共済金の貸付実績累計 1兆 7千億円にのぼり、中小

企業の廃業後の生活安定や取引先の倒産による連

鎖倒産を防止するなど、成果を上げている。 

 

＜平成２０年度の施策展開＞ 

引き続き、下請代金法の適切な執行等により、親

事業者と下請事業者との取引の適正化を図り、健全

な事業環境を構築する。また、共済制度についても

確実な運用を行い、中小企業の経営安定化を図る。 

 

また、中小企業の事業承継の円滑化を総合的に支

援するため、廃業と開業のマッチングなどをサポー

トする。また、事業承継者の自社株式に係る相続税

負担は、会社からのキャッシュ流出、事業拡大の抑

制や利益圧縮等の要因であることから、事業承継税

制を抜本拡充（平成２１年度税制改正）し、事業の

継続・発展を通じた雇用の確保や経済活性化を図る。

さらに事業承継に際しての資金ニーズに対応する

ため制度融資を強化する。 

 

加えて、中小企業投資促進税制、少額減価償却資

産の損金算入特例、創業５年以内の中小企業の欠損

金の繰戻還付制度等について延長等を行う。 

 

 

 

 

 

 

(1) 親事業者と下請事業者間の取引の適正化 

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標値(H20 年度)

下請代金法の違反件数 3,200 件 2,202 件 2,085 件 （執行中） 2,500 件

下請代金法立入検査件数 2,216 件 1,598 件 1,038 件 （執行中） 1,100 件

(2) 下請中小企業の振興 

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標値(H20 年度)

下請取引あっせん件数 34,603 件 35,033 件 35,742 件 （執行中） 36,000 件

(3) 共済制度の確実な運用 

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標値(H20年度）

小規模企業共済制度加入件数 81,552 件 91,052 件 92,961 件 （調査中） 95,000 件

中小企業倒産防止共済制度加入件数 13,856 件 13,545 件 15,004 件 （調査中） 25,000 件
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23. まちづくりの推進 

商務流通グループ 参事官室／ 参事官 大下 政司 

中心市街地活性化室／  室長 田所  創 

中小企業庁 参事官室／ 参事官 数井  寛 

商業課／  課長 杉浦 好之 

 
１．施策の目的 

 

市町村において、中心市街地における都市機能の増

進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進し、

中心市街地に人を集め、にぎわいを生み出すとともに、

地域コミュニティの場（人が住み、育ち、学び、働き、

集い、交流する場）としての中心市街地を再生するこ

とにより、「コンパクトでにぎわいあふれるまちづく

り」を目指す。 

 

２．施策の背景・概要 
  

中心市街地は、都市において人、モノ、情報が集積

する場所であり、地域社会の核として、人が住み、遊

び、働き、交流する場を形成してきた。しかし、モー

タリゼーションの進展による郊外への居住の移転、大

規模店舗の郊外立地、更に病院、学校等の都市機能の

郊外移転等様々な要因から、中心市街地が空洞化し、

機能的な都市活動の確保が困難となっている等の問

題が深刻化している。 

 

今後、少子高齢化や人口減少が進行すると予測され

る中、こうした状況を放置すれば、長い年月をかけて

培われてきた地域ストックの損失や、中心市街地がも

つコミュニティ機能の低下につながるおそれがある。

一部の地域では中心市街地に持ち直しの動きがみら

れるものの、多くの中心市街地では厳しい状況が続い

ていることから、地域の自律的な復興が不可能になっ

てしまうほど低迷する前に、回復軌道へと回帰させる

ことが必要である。 

 

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力

の向上を図るため、平成１８年に改正された中心市街

地活性化法（新法）に基づき、地域の創意工夫を活か

した意欲的な市町村の基本計画を内閣総理大臣が認

定し、認定された基本計画に対し、法律の特例措置、

予算等の支援、税制等の支援を国が重点的に実施して

いく。 

 

経済産業省としては、認定された基本計画に基づく

事業者による商業活性化への取組に対して各種支援

策を有効に講ずるとともに、認定に向けて意欲的に取

り組む市町村に対しては、まちづくり専門家の派遣な

どを通して、支援・助言を行う。 
 

（１）認定を受けた基本計画に対する支援 

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実

現するため、認定を受けた基本計画に基づく中心市

街地で、商店街・商業者等が行う商業活性化事業や

中心市街地活性化協議会の運営等に対して「戦略的

中心市街地商業等活性化支援事業」により支援する。 

 

（２）その他中心市街地の活性化に資する支援 

人材やノウハウの不足に対し、診断の実施、先進

事例に関する調査等の実施、勉強会・セミナー等の

開催、専門家派遣等により支援する。

 

 

 

商業の活性化
等

（ 経 済
省）

予算措置

・戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

・中心市街地商業等活性化支援業務委託事業
・戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業
・中心市街地活性化支援等委託事業
・中心市街地商店街等活性化支援事業
・大規模小売店舗周辺生活環境影響調査

政策金融・産投出資

・企業活力強化資金
・商業施設等の整備を行う者に対する出融資

税制

・地方税の不均一課税実施に対する減収補てん措置
・土地の譲渡所得課税に対する特別控除 等

事業実施状況の
チェック＆レビュー

中心市街地活性化本部

基本方針に基づ
き市町村が策定

中心市街地活性化協議
会

事業の実施
者等で組織

基本計画への意見

基本計画
内閣総理大臣
による認定

商業の活性化等 （経済省）

予算措置

・戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

・中心市街地商業等活性化支援業務委託事業
・戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業
・中心市街地活性化支援等委託事業
・中心市街地商店街等活性化支援事業

・大規模小売店舗周辺生活環境影響調査

政策金融

・企業活力強化資金
・商業施設等の整備を行う者に対する出融資

税制

・地方税の不均一課税実施に対する減収補てん措置
・土地の譲渡所得課税に対する特別控除 等

市街地の整備改善 （国交省）

（国交省等）

まちなか居住の推進 （国交省）

認定基本計画への支援

事業実施状況の
チェック＆レビュー

基本方針に基づ
き市町村が策定

基本方針

中心市街地活性化協議会

事業の実施
者等で組織

基本計画への意見

基本計画
内閣総理大臣
による認定 ・中心市街地活性化協議会運営支援事業

都市福利施設の整備

中心市街地内
における

・来街者の増
・売上高の増
・居住人口の増
・空き店舗率の減

等の各自治体の
目標の達成
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３．具体的な目標とその進捗状況 
 

■３年間で 100の基本計画の認定、認定を受けた各基本計画における経済活力の向上に係る目標の 100%達成。

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 
目標値 

（H21 年 10月）

認定基本計画の数 ２ （執行中） 累積 100 件

戦略的中心市街地商業等活性化支

援事業費補助金の採択件数 
22 件 （執行中） 

戦略的中心市街地商業等活性化支

援事業費補助金の執行額（億円） 
23.3 億円 （執行中） 

（注）※戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金（平成１８年度）については、旧法に基づく執行を含む 

 

 

 

４．施策に対する投入コスト 

 

 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

総予算額（億円）※ ７０．６ ７１．１ ８１．０

総予算執行額（億円）※ ８８．８ ７３．３ ２８．６ （執行中） 

実施体制（人） ２１ ２０ 

（注）※経済産業省調べ。 

   実施体制については、８月時点の数値。 

 

 

 

５．これまでの成果と平成２０年度の施策展開 
 

＜これまでの成果＞ 

平成 18 年に中心市街地活性化法を改正し、市街

地の整備改善や商業等の活性化に加え、公共公益施

設等の都市機能を集約・整備すること、まちなかで

の居住を進めること等を総合的かつ一体的に進め

ることにより、多様なサービスを身近に享受するこ

とのできるコンパクトなまちづくりを進める仕組

みを構築した。 

 

新法に基づき、平成２０年１月末時点において、

２４市の基本計画が内閣総理大臣の認定を得て、具

体的な取組を進めているところである。全ての認定

基本計画には、戦略的中心市街地商業等活性化支援

事業の活用が記載されており、このうち、１９年度

には２０事業に対して支援を行った。 

 

また、この他にも７０（平成２０年１月末時点）

の地域で中心市街地活性化協議会が設立され、基本

計画の認定申請に向けた取組が着実に進められて

おり、当省では、協議会の運営に対する補助、セミ

ナー、勉強会の開催、専門家の派遣等を通じて支援

を行った。 

 

 

＜平成２０年度の施策展開＞ 

平成１９年度に引き続き、認定された基本計画に

基づく取組が成果を挙げるよう、関係府省庁と連携

し、商業活性化の観点から引き続き重点的に支援す

る。 

 

特に「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業」

については、中心市街地のにぎわいを回復を図るた

めの中核的事業として、商店街・商業者、民間事業

者等が地権者等の幅広い関係者の参画を得て行う

商業活性化事業や、中心市街地活性化協議会の運営

等に対し引き続き積極的に支援する。 
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24. 地域経済の活性化の推進 

地域経済産業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 政策調整官室／ 政策調整官 横田俊之 
 
１．施策の目的 

 
地域に存在する企業・大学等による広域的なネット

ワーク形成の促進により、国際競争力のある産業群の

創出・発展を促進するとともに、各地域の実情、特性

に応じ、地域の強みを活かした企業立地の促進や地域

における新たな事業活動への支援を通じて、地域産業

の活性化と社会的課題の解決を図る。 

 

２．施策の背景・概要 
  

少子高齢化と人口減少時代の到来、グローバル化と

国際競争の激化など、経済社会環境が変化し続ける中

で我が国が引き続き経済成長を達成するためには、地

域経済も伴って成長していくことが重要である。一方、

地域の実情は多岐にわたり一様でないことから、地域

経済の活性化にはきめ細かな対策が求められている。  

 

第一に、地域に立地する産業が自立的に発展し国際

競争力を持った経済・産業となるためには、従来のよ

うに、地域／地方という物理的距離の狭い範囲におけ

る活動に制限するのではなく、商圏を日本全体・全世

界をも視野に入れた展開を構想していく必要があるが、

そのためには、①全国的な視点から、人材、技術、情

報等のリソースのネットワーク化や再配分を行うこと

を通じて、地域の強みを生かしていくこと、②我が国

が競争優位を発揮する産業群や今後市場拡大が見込ま

れる新産業群を創出していくこと、が重要である。 

 

第二に、地理的制約等により大規模な企業立地が期

待できない地域では、地域の創意工夫や発想を起点と

した自主的な取組による自立的発展を後押ししていく

ことが必要である。地域に存在する地域資源の活用や

地域の基幹産業である農林水産業とその関連産業の活

性化を進めること等により、自立的発展を可能とする

ための基盤を構築することが急務となっている。 

 

また、近年、地域社会においては、高齢者・障害者

の介護福祉、まちづくり・まちおこし等、様々な社会

的課題が顕在化しつつある。こうした社会的課題に対

しては、従来、公的セクター（行政）が解決策を提供

してきたが、地域の住民や民間事業者がビジネスとし

て取組んでいる地域も現れている（コミュニティビジ

ネス（ＣＢ））。民間ビジネス手法の導入による効率性

と地元を知り大事にする個人の気持ちが連携すること

は、より効果的な問題解決につながり地域社会の安定

化に貢献するとともに、地域における新たな起業や雇

用機会の創出等を通じた地域の経済活性化にも繋がる

と期待されるものである。 

 

以上の観点から、地域経済を活性化するためとして、

下記の内容に取り組んでいく。 

 

(1) 企業立地促進による地域経済の活性化 

   地域の強みを活かした特色ある企業立地の促進を

通じて、国際的にみた立地環境の魅力向上に取り組む。

具体的には、周辺諸国における取組を踏まえながら、

企業立地の促進を図るため、ワンストップサービスの

充実や、人材育成、産業施設の整備を支援し、地域の

強みや特色を活かした産業集積を形成・活性化の取組

を促進する。 

 

(2) 地域イノベーション創出による地域経済の活性化 
   裾野の広い地域経済の活性化を図っていくために

は、地域の企業・大学等の研究機関の潜在能力を結集

し、最大限活用することで地域発のイノベーションを

創出し、新事業・新産業を産み出していくことが必要

である。そのため、平成 13 年から実施してきた「産

業クラスター計画」を推進することに加え、企業と大

地域の経済成長と社会的課題の解決を実現

※地域イノベーション協創プログラムは平成20年度新規事業

※地域イノベーション協創プログラム企業立地促進法に基づく支援 産業クラスター計画 コミュニティ・ビジネス振興

企業立地促進法に基づき、自らの
特性・強みを認識し、企業ニーズ
を的確に捉えた、地域の魅力ある
事業環境整備を支援。

地域の企業や大学等の研究機関の潜在能力を結集し、
最大限活用することで地域発のイノベーションを創出し、
新事業・新産業を産み出す。

【目標】
国内に、より多くの企業立地を促
すため、立地環境を整備。
（国内の企業立地満足度を引き上
げる）。

【目標】
具体的なビジネス創出に繋
がる産学官ネットワーク機能
の強化（５年間で４万件の新
事業創出）。

【目標】
地域の主要研究機関等の参
加。研究成果の事業化（終了
３年後３０％以上）

地域の社会的課題と自立・持続可
能な事業を両立させるコミュニケー
ションビジネスの振興を図る。

・ワンストップサービスの充実

・企業誘致活動の支援

・人材育成支援

・設備投資促進税制

・工場の緑地規制緩和

・農地転用の迅速化

【目標】
地域における新たなビジネスと雇
用の創出（３年間で、３０以上の中
間支援機関、１００以上のコミュニ
ティビジネスを創出。）

・コミュニティビジネスの認知度
の向上
・成功例のノウハウ移転の促進
・中間支援を行う機関の創出・
強化

［具体的な取組］ ［具体的な取組］ ［具体的な取組］

・産学官ネットワーク形成・高度化
支援

・人材育成
・事業化支援

［具体的な取組］

・研究開発資源（設備・人材）情報

の集約・共有化

・研究開発資源の相互活用

・研究開発・実用化支援のワンス

トップ化

農商工連携の促進

○地域産品の販売促進・新商品の開発支援

○ＩＴ活用による生産性向上・販売促進

地域の基幹産業である農林水産業、商業、工業等の産業間での連携（「農商工連携」）を強化し、相乗効果を発揮すること
で、地域活性化に繋げる観点から、以下の取組を推進していく

○地域における知的財産の保護強化

○地域の人材の育成・交流

○地域産品の輸出促進

○企業立地のよる地域振興

企業立地促進による地域経済の活性化 地域イノベーションの創出による地域経済の活性化 地域の課題解決と新たな雇用の創出
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学等との産学官の共同研究開発を促進することによっ

て地域発のイノベーションが次々と創出されることを

目的とする「地域イノベーション協創プログラム」を

平成２０年度に新たに創設し、各研究機関が有する設

備機器や人材等の相互活用や企業等への利用解放の促

進等、研究機関同士のより強固な連携を構築していく。 

 

(3) 農商工連携の促進 

   地域の基幹産業である、農林水産業と商業、工業等

の産業間での連携を促進することによって、地域経済

の総合力を増大させ、地域に恒常的な雇用や所得をも

たらすことが期待できることから、「農商工連携」の取

組を推進していく。具体的には、農林水産省と連携を

とりながら、地域産品のＰＲに関するキャンペーンを

展開していくほか、地域産品に関する販売促進、新商

品開発の支援等を行っていく。 

 

(4) コミュニティビジネスへの取組の促進 

  地域社会においては高齢者・障害者の介護福祉から、

共働き支援、青少年・生涯教育、まちづくり、観光、

環境保護に至るまで、様々な社会的課題が顕在化しつ

つある。今後、量・多様性共に増大していくことが予

想される地域の社会的課題に対して、地域の住民や民

間事業者がビジネスとして取り組み（コミュニティビ

ジネス（ＣＢ））、より効率的・効果的に解決すること

ができれば、行政コストが削減されるだけでなく、地

域における新たな起業や雇用の機会創出等を通じた地

域活性化に繋がると期待される。ＣＢは、地域の自立

的・持続的な発展・活性化を実現するものであるため、

その創出・成長を促進していく。

 

 

３．具体的な目標とその進捗状況 

指標 平成 １６年度 平成 １７年度 平成 １８年度 平成 １９年度 目標値

産業クラスター計画参画企業数 5,800社 6 ,1 00社 9 ,8 00社 集計中

産業クラスター計画連携大学数 220校 250校 290校 集計中

産業クラスター計画における新事業開始件数 12 ,7 76件 14 ,7 56件 9 ,7 29件 集計中
40 ,000件

（18～ 22年度累計 ）

産業 クラスター計画の推進 　（平成 18年度 より産業 クラスター計画第Ⅱ期開始 ）

 

 

４．施策に対する投入コスト 

平成 １６年 度 平成 １７年 度 平 成 １８年 度 平 成 １９年 度 平 成 ２０年 度

総予算額 310億 円 277億 円 212億 円

総 予算執行額 222億 円 246億 円 261億 円 （執 行 中 ）

実 施 体 制 60人 60人  
（注）実施体制については、８月時点の数値。 

 

５．これまでの成果と平成２０年度の施策展開 
 

＜これまでの成果＞ 

産業クラスター計画は、平成 13 年度から 17 年

度の第Ⅰ期が終了。第Ⅰ期では、新事業開始件数が

50,500件あり、目標としていた４万件を上回った。 

その他にも、この間の産業クラスター参画企業の

業績推移（平均値）を見ると、売上高、利益が大き

く上昇する等、着実に効果が現われている。 

また、企業立地促進法に基づき、地域の企業立地計

画（基本計画）を策定し、国の同意を受けた地域、

件数は、平成 19年 6月の法施行以降、35道府県 74

計画となり（平成 20 年 2 月現在）、多くの地域で、

地域の強みを活かした特色ある企業立地の取組が行

われてことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成２０年度の施策展開＞ 

平成２０年度の施策展開に当たっては、企業立地

促進法に基づく、各地域の企業立地の促進による地

域活性化の取組を引き続き支援していく。 

また、19年度から開始した「農商工連携」の促進

に関しては、農林水産省と連携をとりつつ、地域産

品のＰＲキャンペーンを展開していくほか、地域産

品に関する販売促進、新商品開発支援を行っていく。  

一方、地域イノベーションの創出による地域経済

の活性化のため、「産業クラスター計画」の推進に加

え、平成２０年度からは「地域イノベーション協創

プログラム」を創設したところであり、各研究機関

が有する設備機器や人材等の相互活用や企業等への

利用解放等、研究機関同士のより強固な連携を構築

していく。 

他方、コミュニティビジネスの取組の促進に関し

ては、19年度から引き続き、人材の発掘・育成に加

え、コミュニティビジネスの認知度向上に向けた啓

発・広報及び普及活動の推進に取り組んでいく。 
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